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令和 7年度あらた同窓会総会 

開催日：令和 7 年 11 月 23 日（日）15：00～（約 1.5 時間） 

場所：鹿児島大学農・獣医共通棟 101 号教室    

                     

1. 開会のことば 

2. 亡師亡友の霊に黙祷 

3. 会長挨拶 

4．学部長挨拶 

5．議  事 

(1) 令和 6年度事業報告(案)について 

(2) 令和 6年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案) 

および功労者表彰特別会計収支決算(案)について 

(3) 令和 6年度会計監査報告について 

(4) 令和 7年度事業計画(案)について 

(5) 令和 7年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案) 

および功労者表彰特別会計収支予算(案)について 

(6） 会則改正（案）について 

(7) 役員交代・改選（案）について 

(8) その他 

6．閉会のことば 

             

(1)令和 6年度事業報告（案） 

（令和 6年度；令和 6年 10 月 1 日から令和 7年 9月 30 日） 

 

1．総会 

「令和 6 年度総会」は、令和 6 年 11 月 23 日（土）15：00～17：00 に農・獣医共通棟 101 号教室におい

て出席者数 48 名で開催されました。藤田晋輔会長（林 S37）の挨拶、寺岡農学部長・顧問（賛助）の挨拶

の後、岩井久氏（農 S55）を議長に選出しました。総会では下記の審議事項について事務局から資料に基

づき趣旨説明・提案を行い、新会長に下川悦郎氏（林 S44）が承認されました。その他の議題についても審

議の結果全て承認されました。 

議案：（1）令和 5 年度事業報告（案）、一般会計収支決算（案）、名簿特別会計収支決算（案）および功

労者表彰特別会計決算（案）並びに監査報告。(2)令和 6 年度事業計画（案）、一般会計収支予算（案）、

名簿特別会計収支予算（案）および功労者表彰特別会計収支予算(案)。(3)会則改正(案)について。（4）役

員の交代・改選(案)。 

議事の終了後に、「鹿児島大学農学部あらた同窓会功労者表彰規定」に基づき本部および支部から推

薦され「選考委員会」で審議した結果「功労者表彰受賞者」として「令和 6 年度総会」に推薦された 5 人に

ついて「功労者表彰式」を挙行しました。5 人の功労者のご寄稿はあらた「令和 7 年あらた同窓会報」に掲

載してあります。 
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2.講演会 

 「新型コロナウイルス」以前に総会に先立って開催してきた講演会については、「新型コロナウイルス感染

症」による長い活動自粛による準備不足等により昨年同様中止しました。今後「学内幹事会」等で協議し、

再開に向けて努力したいと思います。 

 

3.懇親会 

 懇親会は、総会終了後の 17：30～19：30 まで鹿大キャンパス内のレストラン「ヴェジマルシェ‘19」で 43 名

の出席で盛大に開催しました。下川悦郎新会長（林S44）の挨拶で始まり、八幡正則氏（農S26）の挨拶と鹿

児島高等農林学校校歌の斉唱で終わりました。 

（総会の模様・写真はあらた同窓会HP  https://aratadousokai.org/gallery/ を参照ください）。 

 

4．評議員会 

令和 6 年度評議員会は 10 月 30 日（水）に「あらた記念会館」で開催し、「評議員会」の目的（会則第 14

条 2）である総会に付議するために以下の議題について審議しました。 

（1）  令和 5 年度事業報告(案)、令和 5 年度一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案)、功

労者表彰特別会計収支決算(案)並びに会計監査報告について 

（2） 令和 6年度事業計画(案)、令和6年度一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案)、功労

者表彰特別会計収支予算(案)について 

（3） 「功労者表彰者」（案）の決定について 

（4） 会則改正（案）について 

（5） 役員交代・改選（案）について 

（6） その他 

 協議の結果、いずれの議案も異議なく承認されました。 

 

5．学内幹事会 

令和 6 年度の第 1 回学内幹事会は令和 6 年 12 月 16 日に対面で開催しました。議題は（1）「あらた同

窓会報」の発行について、（2）卒業生・修了生名簿の作成について、（3）入会金の納入について（卒業生

予定の未納者）、（4）卒業祝賀会について、（5）新入生オリエンテーションと茶話会について、（6）学生向け

講演会について、（7）同窓会総会および懇親会について、（8）学内幹事の補充、学生幹事制度の創設に

ついて、（9）学内会員の年会費納入方法について（預金口座振替（法定外控除）の廃止に伴う対応）、（10）

その他 でした。 

そこで協議された重要事項について以下に詳細に述べます。 

5.1 「学生幹事」制の創設と開始 

「あらた同窓会」の活動に学生会員の視点からの意見を加味して同窓会活動の改善に寄与することを目

的として「学生幹事」制を導入することにし、令和 6 年農学部改組後の新入生が 2 年生になり各プログラム

に配属される令和 7 年 10 月から各プログラムから 2 年生各 1 名の推薦をお願いする。任期は 2 年とする

ことにしました。令和 8 年度には各プログラムから 2 名、計 8 名の体制が整う予定です。「学生幹事」には、

令和 7 年度から「会報編集」や「学生向け講演会」等の企画・立案等に加わってもらい、学生視点からの意

https://aratadousokai.org/gallery/
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見を広く取り入れることになりました。 

5.2 学内会員（教員）の年会費について：「預金口座振替（法定外控除）」が令和 7 年 3 月で廃止される

ことに伴う学内会員（教員）の年会費について、学内会員（教員）が利用しやすい今後の納入方法につい

て検討しました。 

 

6．会計監査 

 令和 6 年度の会計監査は、令和 7 年 10 月 22 日（水）に黒木譲二、菊川明及び地頭薗隆の 3 監事によ

って実施され、本会の事業及び会計事務が適切に執行されている旨の監査報告書が下川会長に提出さ

れました。 

 

7．会報の発行と送付数 

令和 6 年から「秋季号」（学生向け会報、11 月 23 日発行）を廃止し、その内容（学生会員の寄稿の全て

あるいは一部）を「春季号」に加えて発行し、学生会員を含めた同窓会活動を全会員に周知・広報するよう

改善することにいたしました。令和 6 年度は令和 7 年 3 月 25 日に「令和 7 年鹿児島大学農学部あらた同

窓会報」を発行しました。総ページ数は表裏表紙を含めて 52ページとなりました（従前の春季号は約40ペ

ージ、秋季号は約20ページ）。また、表裏表紙の写真については学生会員を含めて会員から募集すること

にしました。この結果、令和 7 年あらた同窓会報では「支部便り」、「会員からの寄稿（エッセイ等）」および

「学生便り」が同一号に掲載されることになり、内容的にも充実した会報になりました。特に、「学生便り」に

ついては一般会員から好評でした。 

「令和 7 年あらた同窓会報」は、「直近 5 年間の会費納入者」、「80 歳以上の会費免除会員」、「終身会

員」、「旧賛助会員」、「農学部教職員」及び「学生会員」に頒布しました。また、平成 29 年度評議員会およ

び総会で承認された「あらた同窓会活動の活性化を図るために、可能な限り多くの会員に農学部と同窓会

の近況、地域支部会やクラス会の情報など情報をお届けする」という趣旨で卒業後5（R.2卒）、10、15、20、

25、30、35、40、45、50、55（S.45 卒）年を経過した 5 年毎の連絡先が判明している人」の総計 4，551 人に

送付・頒布しました。送付にあたっては、例年通り｢会費納入振込用紙｣を同封しました。なお、会費振込用

紙を同封しない「80 歳以上の会費免除会員」、「終身会員」および「旧賛助会員」等には、平成 28 年度以

降と同様に同窓会活動の活性化に役立てるための「賛助金（寄付）」を募集しました。 

 

8．あらた同窓会経理について 

8-1.収入について：「あらた同窓会」年会費の納入者数は年々減少しており、鹿児島支部をはじめ各支

部からの集団納入（一人あたり年会費 2,000 円のうち 2 割を支部交付金として還元するために本部には一

人あたり 1,600 円納入）がほとんどですが、各支部の会員も減少している状況で、令和 6 年度の一般正会

員の納入者は 940 名でした。一方、平成 29 年度以降「あらた同窓会報春季号」の送付時に、終身会員、

80 歳以上の会費免除者および旧賛助会員に「賛助金（寄付）」のご協力をお願いしています。 

8-2.支出について：令和 2 年 2 月から「新型コロナウイルス感染症」拡大により、農学部卒業祝賀会や各

支部の総会のほとんどが中止になった結果、支出が減少し、令和元年～3 年度決算の繰越金が大幅に増

加し、現在も繰越金が出る状況（黒字）になっています。しかし、今後「あらた同窓会」の活動をコロナ禍以

前に戻し、学生会員に対する活動を活発にしていくことを予想すると、今後は収入より支出が多い「支出超

過」となる可能性が高まっています。また、昨今の物価上昇などもあり経理的には今後さらに厳しくなること
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が危惧されます。 

「あらた同窓会」事務局としても、これまで同様、合理的な経理運営を進めて行き経費節減に努めていま

すが、これまで以上に正会員からの「年会費」の納入率向上や新入生（学生会員）の「入学時納入金（入会

金＋4 年間の会費）」の納入率を上げる活動を強化する必要があります。これらについては会長、副会長お

よび「あらた同窓会」顧問である農学部長や「学内幹事会」並びに「評議員会」および「総会」で協議・検討

するとともに各支部と連携・協力して「あらた同窓会」活動の維持・発展・強化に取り組んでいくようにしたい

と思います。また、鹿児島大学同窓会連合会を通じて各学部の状況を参考にした取り組みも強化したいと

思います。 

 

9．講演会 

平成30年まで実施してきた総会の前に行う「講演会」および「学生向け講演会」は、令和2年以降の「新

型コロナウイルスパンデミック」の影響でいずれも昨年までは開催できませんでした。今後の再開に向けて

「時期」、「方法」、「講師」等について「学生幹事」を含めた「学内幹事会」で協議して行きたいと思います。 

 

10.地域支部等との交流 

「あらた同窓会」本部では、地域支部から役員派遣の要請を受けた場合、その支部総会に役員等を派遣

して本学および学部や同窓会の近況を報告するとともに、会員との交流を図ることにしています。令和 5 年

5 月に「新型コロナウイルス感染症」が「感染症法上第 5 類感染症」に移行したことにより、令和 6 年から各

地域支部総会なども再開され、支部からの要請に応えて令和 6 年度（10/1～9/30）は鹿児島市役所あらた

会（10/29）、佐賀支部（11/9 および 7/5）、熊本支部（11/29）、広島支部（12/1）、福岡県庁あらた会（2/1）、

関西あらた会（5/25）、宮崎支部（5/24）などが開催され、顧問（農学部長）あるいは役員を派遣しました。そ

の他、あらた関東化友会、「おせんし育珍会（植物育種学研究室同窓会）」が開催されました。 

 

11．『鹿大「進取の精神」支援基金』への取り組みについて 

  鹿児島大学同窓会連合会の活動と連携して取り組んでいきます。 

 

12．鹿児島大学同窓会連合会 

令和 7（2025）年は「鹿児島大学同窓会連合会」の設立 20 周年の年でした。4 月 12 日（土）に「同窓会

連合会設立20周年記念総会・祝賀会」が行われました。総会は、農・獣医共通棟 101号教室で開催され、

「あらた同窓会」からは役員 9 名出席しました。総会後、会場を学習交流プラザに移し、「祝賀会」が開催さ

れ、「あらた同窓会」から 14 名が出席しました。さらに、当日は、連合会総会・懇親会に先立って「鹿児島大

学ホームカミングデー2025」（鹿児島大学と同窓会連合会の共催）が農・獣医共通棟 101 号教室で開催さ

れました。「あらた同窓会」からも 9 名が参加しました。鹿児島大学同窓会連合会会報については、令和 7

年が設立 20 周年にあたることから第 40 号を「同窓会連合会設立 20 周年記念号」として発行しました。本

号に「あらた同窓会」としても活動報告、会長メッセージを寄稿しました。印刷物は本部総会及び地域支部

総会時に出席者に頒布します。 

 

13.その他 

 特にありません。 
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(2) 令和 6 年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案)および 

功労者表彰特別会計収支決算(案)について 
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(3）令和 6年度会計監査報告について 
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(4)令和 7年度事業計画(案) 

（令和 7年度；令和 7年 10 月 1 日から令和 8年 9月 30 日） 

 

1．総会 

  総会は、昨年同様定員300名の農・獣医共通棟101号教室を借用して11月23日（日、勤労感謝の日、

旧新嘗祭の日）に 15：00 から開催します。総会後の懇親会については総会当日（11 月 23 日）の 17：30～

19：30 に鹿児島大学郡元キャンパス内のヴェジマルシェ’19（稲盛記念館 2 階）で開催します。 

  

2．評議員会 

令和 7 年度評議員会は 11 月 5 日（水）に「あらた記念会館」で開催し、「評議員会」の目的（会則第 14

条 2）である総会に付議するために以下の議題について審議しました。 

（1）  令和 6 年度事業報告(案)、令和 6 年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案)、功 

労者表彰特別会計収支決算(案)並びに会計監査報告について 

（2）  令和 7 年度事業計画(案)、令和 7 年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案)、功

労者表彰特別会計収支予算(案)について 

（3）  会則改正（案）について 

（4） 役員交代・改選（案）について 

（5） その他 

 

3．学内幹事会  

前年（令和 6 年）度の項で述べたように「学生幹事」制をスタートし、「学内幹事会」構成員とすることにし

ました。「学内幹事会」は随時開催して、会報の発行、ホームページの管理、学生向け講演会の企画・実施、

評議員会に付議する議案書の作成などや、学生会員に対するサポートの維持・強化を図るとともに、「あら

た同窓会」運営の健全化や発展等について協議します。令和7年第1回学内幹事会は令和7年 11月 12

日に「学生幹事」も出席して開催しました。そこでは、①令和 8 年同窓会報(令和 8 年 3 月 25 日発行）につ

いて、②令和 7 年度学生向け講演会について、③入会金の納入について（卒業・修了予定の未納者）、④

卒業生・修了生名簿の作成について、⑤令和 7 年度卒業祝賀会（令和 8 年 3 月 25 日）について、⑥令和

8 年度新入生オリエンテーションと茶話会（令和 8 年 4 月）について、⑦令和 7 年あらた同窓会総会および

懇親会（令和 7 年 11 月 23 日）について、⑧学内会員（教員）の年会費納入方法について、⑨学内幹事

（教員）の選出についての学部への依頼、⑩その他 について資料等をもとに協議しました。 

 

4．会計監査 

令和 7 年度の会計監査は令和 8 年 10 月中に実施します。 

   

5．会報の発行 

「令和 8 年あらた同窓会報」の構成については「会報担当幹事」を中心に「学内幹事会」で検討し、令和

8 年 3 月 25 日に発行します。その頒布は「直近の 5 年間に会費納付の実績を有する者」、「80 歳以上の

会員」、「終身会員」、「旧賛助会員」、「農学部教職員」及び「学生会員」に加えて、「可能な限り多くの会員

に農学部と同窓会の近況、地域支部会やクラス会の情報など情報をお届けし「あらた同窓会」活動の活性
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化に結び付ける」という趣旨で、卒業後5（R.3 卒）、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55（S.46 卒）年を経

過した 5 年毎の連絡先が判明している人」に行う予定です。頒布に当たっては「令和 7 年度年会費」納入

振込用紙を封入します。なお、会費振込用紙を同封しない「終身会員」、「80 歳以上の会費免除者」および

「旧賛助会員」には、これまで同様、同窓会活動の活性化に役立てるための「賛助金（寄付）」を募集するこ

とにいたします。 

 

6．名簿の発行 

令和 8 年卒業生名簿は、令和 8 年 3 月に発行します。会員の住所確認の調査方法や会員名簿の発行

の様式等については「学内幹事会」で協議し、企画案を作成します。 

「あらた同窓会会員名簿」は令和 5 年 6 月に発行しました。従前、会員名簿は 3～5 年ごとに発行してき

ましたが、最近は 5 年ごとに発行しています。次回の「あらた同窓会会員名簿」は令和 10 年の予定です。 

   

7．地域支部等との交流 

「あらた同窓会」本部では、地域支部や職域支部から役員派遣の要請を受けた場合、その支部総会に

役員等を派遣して本学および学部や同窓会の近況を報告するとともに、会員との交流を図ることにしてい

ます。令和 7 年度も、支部総会等の開催に伴う役員等派遣の要請を受けた場合、本部役員あるいは学部

教員を派遣し、支部会員との交流を図るとともに、各地域支部の活性化をサポートして参ります。現在まで

のところ、令和 7 年度は 10 月 10 日に「鹿児島市役所あらた会」が開催され、11 月 29 日に「熊本あらた

会」、12 月 7 日に「広島あらた会」の開催が予定されており、いずれも役員を派遣する予定です。 

  

8．講演会  

平成 30 年度まで総会前に実施してきた「講演会」は、「新型コロナウイルス感染症」により令和 2 年度か

ら中止してきました。今後は、「学生向け講演会」との関連も含めて、開催の是非、講師、内容等について

「学内幹事会」で議論して評議員会に提示できるように進めていきます。 

 

9. 鹿児島大学同窓会連合会 

鹿児島大学同窓会連合会の構成同窓会として、今後も開催される予定の「鹿児島大学ホームカミングデ

ー」（鹿児島大学主催）には同窓会連合会の構成同窓会として積極的に関与および参加し、鹿児島大学と

の連携の維持発展に貢献します。年3回ずつ開催予定の役員会および幹事会にも積極的に出席し、他学

部同窓会との情報交換を活発に行うとともに、大学が行っている各種取り組みには可能な限りの協力を行

います。同窓会連合会が発行している「鹿児島大学同窓会連合会報」には「あらた同窓会活動」について

寄稿し、発行された会報は本部総会及び地域支部総会の出席者に頒布し、鹿児島大学および各学部同

窓会活動の広報に寄与します。 
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(5) 令和 7 年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案)および 

功労者表彰特別会計収支予算(案)について 
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（参考資料）功労者表彰 

「鹿児島大学農学部あらた同窓会功労者表彰」は、総会において 5 年ごとに行うことになっています（下

記「鹿児島大学農学部あらた同窓会功労者表彰規定」）。次回の該当年は令和 11 年度がその年に当たり

ます。今年は「功労者表彰基金」を積み立てて準備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 会則改正（案）について 

第３章 

（役員） 

第 6条 （7） 

（追加）学生幹事 

（番号変更）（8）その他会長が認めた者 

（役員の選任） 

第７条 4項 

（追加）学生幹事は農学部・農学科のプログラム等から推薦された学部２年生をもってこの任

に当て、任期は２年とする。 

（役員の任務） 

第 8条 7項 

（追加）学生幹事は、幹事会の構成員として、本会の事業の企画・運営・実施等に関する事項に

ついて協議を行う。 

（幹事会） 

第 15条  

（追加）幹事会は、常任副会長、学内幹事および学生幹事をもって組織する。 

附則 

（追加）本会則は、令和 7年 11月 23日より改訂施行する。 
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(7) 役員交代・改選（案）について 

 

 

（9） その他 

 

なし 
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物故者名簿 

 謹んで哀悼の意を表します。 
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（参考資料）鹿児島大学農学部あらた同窓会会則 


